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I. は し が き

静電気に関する現象は，すでに紀元前より摩擦電気と

して一般によく知られて1、たが，あまり人々の関心を引

かずに長し澗放置されて1、た． しかし最近の工業技術の

革新進歩に伴ない，大きく取上げるぺき問題としてよう

やく注目されるようになつて来た．すなわち各種のプロ

セス工業や加工業において，静電気にもとづくものとみ

なされる引火爆発，火災の事故がかなり報告されるよう

になり，また，生産上の岡害として作業能率の低下，製品

の品質低下などの悪影轡も多くなつて来たためである．

このように静電気による災害や障害は従来も少しづつ

報告されてはいたが，静電気が問題となる工場，事業場

が主として化学工場に多いために公開を避ける場合が少

なくなく，したがつて，実際に工場，事業場において発

生する静電気に関する実態も必ずしも明らかにされては

＼ヽない．そのような一面もあつて静電気対策もまた十分

に行なうことは困難であった．そこで今般，全国の主要

な関係工場を選んで，静電気に関する事項についてのア

ンケートの回答および静電気による災害，障害等の事例

を求めたところ，幸い関係者の御協力によりかなりの回

答が得られたので，ここにこれらを取糧めて報告する次

第である

2. 静電気アンケートの回答数および事例報告件

数（表 1参照）

調査アンケートに対して回答のあった工場，事業場の

数および同工場，事業場における静電気災害，障害の事

例（以下単に事例という）でアンケートと共に報告のあ

ったものを併せて業種別に示すと表 1の通りである．

回答を依頼した関係工場，事業場としては，従来より

静電気の発生，帯電が閻題となつていると思われる業種

の中から適当な数だけ全国から任意に選出した． 表 1

はこうして依頼したアンケートの回答を日本標準産業分

類に従つて業種別に分類したものである．

なお，事例はアンケートの回答を寄せた工場，事業場

にお＼ヽて発生したもののすべてではないであろうが，静

電気による事故の発生状況をある程度知ることができる

ものである．

回答を依頼した数と，それに対する返答のあった数と

は業種により必ずしも十分ではなかったが，静電気によ

ろ引火爆発，火災のおそれの大きい業種および生産障害

の大き 1業種の回答率が良かつたのは当然であり，関心

の程度もうかが＼‘知ることができる．

当所としては，災害防止の観点より，特に静電気の放

電火花が可燃性ガス蒸気または粉戚に引火して爆発した

り，火災を生ずるおそれのある業種に眼目を懺いたが，

一方，生産障害の防止を静電気対策の主要な目的として

いる紡績業，印刷出版業などにおいても，同時に，引火

または火災のおそれが十分大きいものとして考慮するこ

とが必要がある．

3. 調査対象事項

本調査の対象とした事項は主として次の通りである．

(1) 静電気に対する関心の程度

(2) 静電気に対して関心がある場合，関心を持つに至っ

た理由

(3) 静電気が発生する工程および帯電部分

(4) 過去における静電気災害および障害の発生状況

(5) 静電気の発生ないし帯電の防止対策

(6) 静電気の発生ないし帯電の防止対策の効果

(7) 静電気に対する管理

a) 静電気の測定および点検

b) 導電性材料の経年変化の調査

c) 除電装置の使用期間とその点検保守の仕方

d) 必要な相対湿度の維持方法

(8) その他

4. 静電気に対する関心の程度（表 2参照）

静電気が問題となると思われる業種を対象として調査

を依頼したので，各業種ともほとんど現在は静電気に対

する閃心を持つているのは当然であるが，過去の状況を



も知りた＼ヽと考えて， 表 2に示すような 3つの項目に

分けて質問を試みた．その回答状況は同表に示す通りで

あるが，回答のあった全業種の工場，事業場数 193のう

ち，

「過去も現在も関心がある」と＼ヽうもの

・・・・・・・・・・・・・・・163件 (84.5%) 

「過去には関心がなかつたが，現在は関心がある」と

いうもの ............... 27件 (14.0%)

「過去も硯在も関心がな＼ヽ」と＼ヽうもの

.................. 3件 C1.5%) 

となつて＼ヽ る．

業種別にみると，やはり，引火爆発や火災発生のおそ

れの多い石油精製業，ゴム製品製造業，食料品製造業，

産業用火薬類製造業，医薬品製造業などの関心の程度が

深く，そのほか，合成樹脂およぴ可塑物製造業，化学繊

維製造業，紡績業などの関心も探くなつている．

しかし，静電気の発生，帯電はありながらほとんど災

害や障害の発生するおそれのない場合には， 「現在も関

心がな＼ヽ」と答えており，こう＼ヽうものも 3件あるが，

アンケートの以下の調在事項に記入かあったのでこれら

も集計に加えてある．なお，視在，静電気に対して関心

がなく，他の調査邦項にも回答のないものはすぺて集計

から除外した．

5. 静電気に対して関心を持つに至った理由

（表 3参照）

表 2において， 「過去も現在も関心がある」場合お

よび「過去には関心がなかったが，現在は関心がある」

場合の両者について，さらに関心を持つに至った理由を

端的に質問した．その集計結果が表 3である．

表 3では， 1つの業柚で 2つ以上の理由を挙げた場

合もすぺて含めてあるので，各業種についての理由の数

の合計は表 1の当該工場，事業場の数より大きくなっ

て＼ヽる．

全業種が挙げた理由 278につ＼ヽてその詳細を検討する

と，

「過去に引火爆発があった」および

「そのおそれかある」からとヽヽうもの

・・・・・・・・・・・・・・・136件 (48.9%) 

「電撃を受けた」および

「そのおそれがある」からとヽヽうもう

............... 84件 (30.2%)

「生産障害があった」からとヽヽうもの

............... 43 件 (15.~%)

「その他」と＼ヽうもの …............ 15件 C5,4%) 

， 
となつており，業種別にみても理由の特性がかなり明ら

かになつて＼ヽることがわかる．概して引火爆発，火災，

電撃はほとんどすぺての業種に共通の理由となつて＼ヽる

加しかしながら，これらと固時に，生産障害が必ずし

も各業種につ1、ての関心の理由と 1まなつては＼、なI'. こ

れに対し，生産I障害か静電気への関心の理由になつて‘‘

る場合には，大低，引火爆発，火災または屯撃も同時に

関心の理由となつて1ヽる．

なお， 表 3における「その他の理由」と＼ヽうものの

中から＼ヽくつかを挙けてみると，

同業種の他社で静電気事故があったから

外国資料に静電気事故例が載つて＼、たから

静電気らしき事故があったから

販売した製品に静電気にもとづく苦情があったから

生産障害か万一発生したら大変だから

などかある．

6. 静電気が発生する工程および帯電部分

（表 4およひ表 5参照）

次に静屯気が主として＼、かなる工程で発生するかを示

したのが表 4である．静電気は物と物とが接触して離

れるならば，多小でも発生することは周知の通りである

が，業態によつて主なその発生工程を十分に把握したい

という考えで敢えてこのような事項を調査した．. . . 
表 4によると，物の流送，噴出，炉過，ふるい，粉

砕，攪拌，練り等，従来よく知られている通りの各工程

で静電気が発生している．なかでも，液体の流送，粉体

の流送およぴふる＼、は静電気が発生することが多い．

全業種について静屯気の発生工程をさらに調べてみる

と次のようである．

気体， 液体， 粉体の流送工程・・・・・・・・・131件 (30.8%)

気 体 ・・・・・・・・・・・・・・・ 21件 (16.0%〕

液体 ・・・•……..... 64件 (48.9%〕
内訳 I＼ 粉 体 ............... 46件 (35.1%〕

小 計 .. ・・・・・・・・・・・・・131件(100.0%〕

気体， 液体， 粉体の噴出」程・・・・・・・・ 64件 (15.0%)

［ 気 体 ・・・・・・・…...・・ 26件 (40.6%〕

液 体 ・...….. ・・・・・・ 22件 (34.4%〕

内 訳 ［ 粉 体 ・・・・・・・・・・・・・・・ 16件 (25.0%) 

,J ヽ ~t ............... 64件(100.0%)

液体の炉過 ・・・..………・26件 (6.1%)

粉体のふる＼、 ．．．．．り……..42件 C9-9%) 

物の粉砕，攪拌または練り・.....…… 71件 (16.7%)

その他 ............... 91件 (21.4%)

これらを業種別にみろと，先ず化学工業では薬品の製
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造過程おける各種の溶剤の流送工程が多いので液体の流

送が最も多くなってし、る，この場合液体の種類としては

二硫化炭素，アセトン，メチルアルコール，エチルアル

コール，フォルマリン，酢酸エチル，エーテル，アルデ

ヒド，ベンゼン， ニトロベンゼン， トルエン， ピリジ

ン，酢酸ビニールモノマー，スチレンモノマーのほか，

石油系溶剤，ワニス，ラッカー，シンナーなど非常に多

種類のものが挙げられて＼ヽる，

石油精製業では，液体の流送，炉過，攪拌の工程が大

部分であるが，石油類として，ガソリン，軽油，灯油，

濶滑油，絶縁油，重油など精製の程度にかかわらず静電

気が発生して＼ヽ る．

ゴム製品製造業では，ロールによるゴム練り作業のほ

かに，綿布にゴムを塗布する工程のものが意外に多く，

また，浸漬，艶出し，圧延，貼合せ， トッピングなどの

工程も静電気の発生がある．

紡糾業では，綿布の晒，捺印加工における乾煉，振落

し，折畳みのほか，化繊の混紡，切断，搬送，あるいは

ビニールレザーの塗布，乾燥，巻取などの諸工程におし、

て発生して＼ヽ る．

食料品製造業の場合は，主として食用油工場，製粉エ

場であるが，油の洗送，小麦の粉砕，小麦粉のふるし、と

流送が主なる発生工程となっている．

その他の工程としては，塗料の吹付，ミネラルサンド

の吹付，クルミの粒子の吹付（いずれも輸送用機械器具

製造業）などがある．また，水蒸気がポイラーやパルプ

から漏洩して静電気が発生していたというのも二，三あ

る．

なお， 表 4の調査事項の該当件数を業種別にみると

業種数より大きくなっているが，これは同一工場，事業

場であつても静電気の発生する工程が 2箇所以上に及ぶ

場合をすぺて集計したからである特に化学工業，石油

精製業では発生する工程数が業種数の 2.5倍あるいは 4

倍以上になつており，業態によっては工程のすぺてが静

電気の発生に問図があるのではなし、かとし、える，

さて，静電気の発生すること自体は大して閻題とする

にはあたらな＼、が，これが帯電することに問題がある．

発生を防止することは不可能な場合が多いのであるから

搭電を防止することが必要となる．それには，主として

帯電する部分を明らかにしておくことが大切である．実

際的には桁電を測定することが困難な場合が多いと思わ

れるので，この調住結果も，常識的または経験的に椿電

する部分として解したし、．

表 5は楷遁部分につ＼、ての調査結果であるここで

「パイプ類」と＼ヽうのは，シュート，ホース，漏斗など

を含めてある．なお， 「その他」の項の中には，パイプ
．．． 

類，ロール，ベルトおよぴふるし、を除し、たすべての他の

帯電部分を含み，これには例えば，撹拌機，乾媒機なと

の機械装骰のほか，原料，材料，製品自身が帯遣して＼ヽ

る場合はそれらを，またそれらの受器などが帯電してい

る場合は受器なとも全部含めてある．

化学工業では．原料．材料が気体．液体．粉体のいず

れの場合にもパイプ類を通して次々と移送される場合が

多し、ので，パイプ類の帯電が多くなって＼ヽる．同様なこ

とは石油精製業につ＼ヽても＼、える．

ゴム製品製造業では，ゴム練りロールに栴電するもの

が約半分で，残りの半分は加工中の材料ゴム，シート状

の製品に多く帯遥が見られる．

紙およひ類似品製造業では，乾燥して出来上った製品

としての紙に帯電しており，印刷，出版およひ類似産業

では，印刷直後の紙が帯電して1ヽる場合が多＼‘が，印刷

中に紙か通過するロールも帯遣して＼ヽる．

紡績業につ1ヽ ては，金属，ゴムもしくは革のロールと

布の楷電が目立つが，その外に織物連搬車，収容箱，撚

糸スピンドル，ガイド（糸道）類も帯運して1ヽる．
．． 

食料品製造業では，パイプ類，ロール，ベルト，ふる． 
1、などに均等に帯遥が見られるが，チョコレートを型か

ら仰j離するときにも帯電する例も挙げられている．

その他の業種では，機械部品を洗漁するときのガソリ

ン槽，パフ盤によつて研磨される金属，溶剤の缶，人体

などが帯電部分の中に入れられて 1ヽる．

なお，この表 5においても，帯電部分の数が業種数

を上回って＼ヽるが，これも同一業種で帯電部分が 2箇所

以上あるのをすべて集計に含めたからである．

念のために，全業稲についての帯電部分の件数を比率

で示すと次の通りである．

ノ<イプ類●・・・●● ● ・●..... ● .. ● ● ........... 23,4 % (95件)

ロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,4% (68 件）

ベルト 13,8 % (46件）

ふ.i,・、:：::::::::::::::::::::::::::::11,4 % (38件）

その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,0% (87 件）

計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100.0 % (334件）

7. 過去における静電気災害および障害の発生

状況 （表 6参照）

静電気による災害のうちで，特に引火爆発，火災の事

故となるとその原因が果して静屯気であったかどうかと

＼ヽうことに疑閥が抱かれる場合が少なくな＼ヽ． したがつ

て，静電気災害の件数は，余程大さな災害となった場合

でもなかなかその発生状況が把握でさなし、現状にあり，



また，記録としても残されてし、ることが少なし、ので，統

計的にも意味のある集註が因難である．ましてや，その

ような災害が発生しそうであったとし、うのはわからな'<¥ 

であろう．それでこの調査でも，客観的に明らかに静電

気による災害および悼害と考えられた場合ならびに，静

電気災害，障害が現実には発生するには至らなかったが

十分発生するおそれのあった場合について，過去の状況

を一応確かめてみたのが表 6である．

工場，事業場によつては，引火爆発ないし火災，電撃

または生産障害のいずれか 2件以上に同時に該当する場

合があるわけであるが，このような場合には同一工場，

事業場であってもすべて 2件以上として表 6に算入

した．

全業種についてみると，過去に引火爆発，火災が発生

したものおよびそれらのおそれのあったものが 73件

(39.5%) , 電撃を受けたことがあるものおよびそのお

それのあったもの 72件 (38.9%), ならびに生産障害

が起ったことがあるもの 40件 (21.6%)となつてお

り，業種によってはこれらのすべてが経験されたものも

ある．

この場合も，各業種について若千検討をしてみよう．

化学工業では 103件のうち，電撃に関するものが 45

件 (43.7%)で一番多く，次が引火爆発，火災に関する

ものが 39件(37.8%),残りが生産障害に関するもので

19件 (18.5%)となつてし、る．化学工業のうちでも，

合成樹脂および可塑物製造業，染料および医薬品中間物

等の製造業，アセチレン，エチレン誘導品およびメタノ

ールとその誘導品製造業では引火爆発，火災，電撃に関

するものが多い．医槃品製造業および石油精製業も以上

の業種とほぼ同じ頻向をもっている． ． 

ゴム製品製造業では，ゴム糊の揮発油に引火して火災

を生ずる例が非常に多いので，引火爆発，火災の項の件

数が多くなつている．

なお，紡績業では生産障害が多くなつているのはいう

までもな'<¥ことである．

8. 静電気の発生ないし帯電の防止対策

（表 7参照）

前節で述ぺたような，過去の静電気災害，障害の発生

状況にかんがみ，静電気の発生ないし襟電の防止対策と

していかなる処置を講じて＼ヽるかと＼ヽうのを示したのが

表 7である．

同表には，同一帯電部分に 2つ以上の異なる処置を講

じているもの，または，異なる楷電部分でも同じ処趾を

講じているものの区分をせずに記載してある． したがつ
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て，この場合も各業種における工場，事業場の数より

も，それらの業種の講じているそれぞれの防止対策の数

の和の方が一般に大きくなつて'<'る．

(I) 接地

全体として，一悉多く講じられている対策は接地であ

る．これは最も簡便で，かつ経済的にも安価であり，保

守の手数も省けるからである．接地は全体の 42.4%を

占めており，続いて，必要な相対湿度の増加 (17.3%),

除電装闘の使用 (14.S%)となつて1ヽる．

接地は化学工業，石油精製業，食料品製造業などにお

いては，機械装置をはじめ，金属製のパイプ，ロール，. . . 
ふるい，容器に対して広く実施されている．その方法と

しては，銅板を埋設してそれに接地している，鉄筋の建

物に接続してし、る，受沿台車に鎖をぶら下げている，生

地に接地導体を触れさせる，第 3種接地と共に水逍管に

も接続しておくなどがある．

ペルトの接地については，鎖を垂下する，接地棒およ

び羽根をペルトの下に取付ける等の方法によつている．

塩化ピニールパイプ類では，接地した裸銅線を中に入

れる，接地した金網で覆う，ワイヤプラシを取付けると

いう接地方法をとつて＼ヽるのがある．

ホースでは，接地銅線をコイル状に巻きつけておくと

いうのがあり，帯遣液体では，流速を遅くして，接地金

網を通過させる，受器に接地端子を取付けるなど，業種

により様々な方法によっているが，以上1、ろ＼ヽ ろな場合

の接地抵抗値は，第 1種接地エ可［または弟 3種接地工事

によるものとして＼ヽる場合が多I'.

ゴム製品製造業では，装置の金属部分をすべて接地す

る，製品中に銅の棒をスダレのごとく垂下させる，糊引

工程で綿布上に鎖を垂らす，作業靴に鋲を打ちつけるな

どの方法が挙げられて1ヽる．

紡紐業では，ガイド・ロールに接地した鎖を垂下させ

る，布に接地した銅線を触れさせる等の方法があるが，

あまり十分な効果はな＼ヽようで，むしろ，相対湿度の増

加や除電装置による中和対策によつている場合が多い．

(2) 必要な相対湿度の維持

静電気の帯国防止に必要な相対湿度の維持による方法

も簡単で安価に得られるので，特に製品に悪影稗を及ぼ

すおそ比のない業種につ＼ヽては広く採用されている対策

である．

紡績業では， 自動湿湿度調節装置，噴霧装置，湿布に

接触させる，濡雑布を既＼ヽておくなどの方法が多し、．

ゴム製品製造業では，水蒸気を直接製品に対して噴出

させる，絶えず作業場に少益の水蒸気を出している，噴

霧，撒水など各柚の方法によってしヽる．
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合成樹贈および可塑物製造業の場合には，乾燥用熱風

の湿度調節，水蒸気の吹付け，撒水などによつているが．

湿度の増加は製品の品質上好まれていない．

(3) 除電装置の使用

接地や相対湿疫の増加による対策が都合の悪い場合ま

たは困難な場合あるいは不十分な場合には，除電装懺が

用し、られることが多＼‘•

除電装置が比較的多く用いられるのは，紡績業，ゴム

製品製造業，合成樹脂および可塑物製造業である．

紡績業について述ぺると，例えば，合成繊維の切断お

よびドラフト工程，ピニールレザーの乾燥工程，巻取り

工程，サンフォライズ工程，カレンダーロールエ程など

に取付け使用されている．

ゴム製品製造業にお＼ヽては，ほとんど糊引工程で使用

されてし、る．

合成樹脂および可塑物製造業では，樹脂の塗布屹燥工

程，フィルムの捲取工程，切断工程などで用いられてい

る．

この外，化学繊維製造業，印刷出版業などでも使用さ

れて＼ヽ る．

(4) 導電性材料の使用

静電気は発生する部分の絶縁抵抗が大きいとそこに帯

電するわけであるから，この絶縁抵抗を低下せしめるた

めに導電性材料が用いられる．

この例はあまり多くはないが，導電床の設置，導電性

ゴムベルトの使用，導電性ゴム底靴の符用なとのほか，

装謹の絶縁性ライニングを尊電性ライニングに張り替え

るなどのことが挙げられる．

また，ガラス容器を金属容器に取替えるというのもこ

れに含めてよ 1、であろう．

(5) 帯電防止剤の使用

帯電防止剤は油剤とも呼ばれて＼ヽるが，これは油剤処

理により物質の表面漏洩抵抗を減少させて静電気の帯電

を主として防止しようとするもので，その使用範囲も一

部に限られて＼ヽる．そのうちでもこれに関心を払つて＼、

るのは紡績業である．紡績業では，原綿をこれに浸漬し

たり，撒布したり，またはゴムローラーの表面を処理し

たりしている．化学繊維製造業においては．ナイロン紡

糸の引取工程で使用されている例がある．

(6) その他の静電気対策

静電気の楷遁防止が工程上あるいは技術上困難な場合

には，他の処置を講じなければならない．その例を挙げ

ると，

原材料の流送速度を制限する

原材料の投入蕗↑距離を短縮する

原材料の上部からの投入を中止し下部より送入する

飛沫投入を中止する

などである．

さらに帯電の防止が困難な場合には，静電気が放電火

花を発生しても安全なように，火花発生のおそれのある

危険な部分に不活性ガスを注入する方法，ふるい分けエ

程を危険な場所で行っていたのをそれ以前の工程で行な

うよう工程一部変更する，静電気の発生しにくい材料に

切替えるなどがある．

また帯電減少とは別に，帯電鼠監視メーターの設置，

ネオン管の点灯による帯電々位の監視，溶剤の空気中の

濃度が爆発限界外になるようにして¥'る(,、ずれもゴム

製品製造業），作業者にゴム手袋を若用させるなとがあ

る．

9. 静電気の発生ないし帯電の防止対策の効果

（表 8参照）

静電気の発生ないし帯電に対する防止対策として， 8

節で述べたような対策を講ずた結果，果してそれらが十

分満足すぺきものとなって＼ヽるであろうか．これにつし、

ての回答が表 8である・ 表 8の場合も，同一工場，

事業場において静電気の発生，帯電箇所とその対策の適

否などによつて対策の効果も 2つ以上になることがある

が，これも 2つ以上として計算に入れた．

この表によると，放電火花，慮撃，生産障害が「ほと

んとなくなった」とし、うものが最も多＼、ので，やはり講

じた対策が効果を生じたものであろう．また，それらか

「減少した」というものがその次になつており， 「変ら

な＼ヽ 」と＼ヽ うのもある．

ちなみに比率を求めてみると次のようになって＼ヽる．

放電火花，電撃，生産悴害がほとんどなくなった

・・・・・・・・・・・・・・・98件 (55.7%) 

放電火花，電撃，生産障害が減少した

............... 60件 (34.1%)

放電火花，電撃，生産眸害が変らない

............... 18件 (10.2%)

この結果は，アンケートの中でも不明として回答して

し、ない場合がかなりあったので，回答のあったもののみ

を集計したわけである．

JO. 静電気に対する管理

静電気が発生し帯霞することは十分知つていても，そ

の発生ないし帯電状況の確実な把握およひ帯這防止処置

の保持に適切を欠くならば静電気災害や悴害の防止は不

満足な結果に甘んじなければならなし、．

(I) 静電気の測定または点検 （表 9参照）



このような意味からこの調査では，静電気の発生ない

し帯電状況が把握されて¥'るか否かということの一つの

目安として，静電気の帯電状囮の測定または点検につし、

て，その期間的な実施方法を質問してみた．その結果は

表 9に示す通りである．

静電気の測定または点検は，業態によっては全く不可

能な場合が多いと思われるいまた測定ができるとして

もかなり困難であろう． 表 9にお＼ヽても，測定したこ

とがな＼ヽと＼ヽうものが，測定または点検をする場合にほ

ぱ近＼、数となっていることは，このことをやはり暗示す

るものである．

総体的には，年間または特定の期間内に時々実施して

し、るとし、うものが大部分で，業稲別にみると，ゴム製品

製造業がよく実施している感じが深い．

(2) 導電性材料の経年変化 （表 10参照）

導電性材料を使用している場合，その導電性がいつま

でも最初のように変化しないとは限らな＼、．使用中に羽

電性が増加する場合もあるであろうが，多くは減少する

であろう．このようなことに対してはほとんど無関心で

はなかろうかと思って，一応質問事項としてみた結果か

表 10である．

予想通り「調ぺたことがな＼ヽ」と＼ヽうものが最も多＼ヽ．

(3) 除電装置の使用期間およびその点検保守

（表 11参照）

除電装置を使用している場合に，その期間および点検

保守の状況につし、て表 11に示す．これによると，ゴム

製品製造業においてはほとんど年間を通じて使用してお

り，その点検も定期的に行われている場合が多い．紡組

業においても年間を通じて使用することが多く，ときど

き点検も行われている．なお一言注意すると，紡績業で

は 表 11における除電装趾の使用期間と点検保守の梱の

それぞれの合計件数が 10件と 9件とで一致して＼ヽ な＼、

が，これは同一工場で，除屯装批を 2個所以上で使用し

ていて，点検保守の仕方は同じでもその使用期間か異つ

て＼ヽるために生じたものである．

(4) 必要な相対湿度の維持方法 （表 12参照）

これにつ＼‘ては表 7の場合にかなり触れておいたが，

さらに表 12によって示す．

必要な相対湿度の維持（もつとも，相対湿度を培加さ

せる場合が普通で，減少させることは少な＼ヽ）としては

一般的に「随時湿気を与えている」というのが過半数を

占めて＼ヽ る．

自動的に空気調節を行っているのは主として紡績業，

化学繊維製造業であるが，これらは静屯気の閤電防止の

面よりも，製品にチリなどが付着するのを防止すること
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をねらし、として空気調節を行って＼ヽるものであろう．

11. 工場，事業場における静電気に関する問題点

現在，各工場，事業場において静屯気に関して問題と

して 1ヽ ることにつし、て，アンケートの回笞の中から，岩

干拾い出して述ぺてみたい．

(I) 静電気の測定

実際に自己の工場，事業場で静電気対策を講ずるとな

ると，先ずその術軍状況を測定してみなけれはならな1、

が，この測定方法がなかなか容易でな＼、場合が非常に多

く，その測定方法につし、て知りた＼、いう場合かかなり

ある．例えば，

a) 油再生塔内の油に帯電して＼ヽる電荷の遁位および

帯屯鉱の簡単で確実な測定方法 CJ欺機工業薬品製造

業）

b) 付近に危険な可燃性ガスが存在する場合には，ぅ

つかりすると放電火花が出て引火爆発のおそれがあ

るので安全に帯電状況を測定できなI'. それで接地

抵抗，導通抵抗の測定て我慢している（熊機工業薬

品製造業）

c) 接地したら柑電が減少して＼ヽると＼ヽう確信がな＼、

ので，それを確認するための簡単な測定方法（食料

品製造業）

d) 粉体の落下衝撃による静電気発生状況を十分につ

かめな 1ヽ で＼ヽ る（食料品製造業）

などて，これらは技術的にもなかなか困難なことがらで

ある．

(2) 除電上の問題点

静電気の帯電に対しては，＼ヽろ＼ヽろな対策があるが，

これらも必ずしも満足できるものではなく，業種によっ

ては不満足ながら良い方法のないままに実施しているも

のが多I'.

a) 合成樹脂および可塑物製造業

合成樹脂そのものが絶緑物であるために，接地の効果

が少な＼‘•

また一般に樹脂では品質上，製造工程て湿度をそう高

くてさないし，除屯装置は爆発危険場所では仙J-tlできな

¥'. 

各工程において発生，帯電するので，どの工程で除電

するのかも問題で，途中ではじんあ＼、の吸若が多いので

困つて＼ヽ る．

b) 産業用火槃類製造業

最近ぱ合成樹脂製品を粉体輸送ハイプや機岱設仙の一

部に使用することが多くなつて米たが，その場合め静電
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気の発生状況と除電対策が全くわからな1、でいる．

製品の性質上，湿度も十分に与えられず，尊電性材料

や楷屯防止剤でも部分的にしか除這できな 1ヽ．

また，普通の除電装辟も着火危険があって使用できな

ぃ．黒色火薬の混転機は木製であるので接地も望めな

1、.

c) 工業薬品，医槃品等の製造業

過酸化物をアルミニウムのミキサーで混合するとき，

粉自身が帯電してアルミニウム堅に付着するため接地効

果が失われる．

また，絶縁物でライニングされた容器内の製品の除電

方法がなI'.

ピニール塗装をしたパイプの簡単な除屯方法がな1、.... 
粉体のふるい工程では特に除心装枇の効果が少ないよ

うである．

ビニール製粉末分級沿を使用するときは，外部は導屯

性塗料の墜布と接地を施せば除軍できるが，内部はでき

なく，湿度を上げると粉体が分級澁の墜に付着して分級

不能になる．

除電装趾でオゾンが発生し，品質に対する悪影製や中

毒障害があるので使用を中止したと 1ヽ うのもある．

d) 化学繊維製造業，紡績業

ナイロンチップに搭電するが湿気を与えることは良く

なI'ので，除電装罹を設置したが，チップの流動速度が

大き＼ヽので完全に除屯できなI'.

エンドレスの仕上巻取工程において，巻取の際に製品

のスフに椿屯するが，よ 1、除心方法がな1、.

綿布の稲類その他により，＋と一，また，同一種類の

品でも＋とーに札耀するときがあるので，除屯装趾でも

＋と一の両方を除去できるものが欲し1、.

生地が厚1、ときは，除電パーによっては表面の屯荷し

か除けなく，衷面には電荷が残る．また，パーの取付位

置によっては哀面の屯位がかえつてi曽加することがあ

る．湿度を上げられないので，透明で良1、術',[防止剤が

な＼、かなどの意見がある．

e) 石油精製業

わが国のように湿度が高いところでは，接地のみで十

分であると＼ヽう意見も出されて1ヽ るが，それのみではコ

ンプレッサーのベルト，油の表面，油中の氣泡面の屯他

は除電でさな＼ヽと 1ヽ うのもある．

接地に頼るとしても，接地抵抗値，接地線の太さ，材

質につI'ての疑閻も提出されて 1ヽる．

f) 食料品製造業

除電装置の取付けられな 1ヽ ところがある．特に粉タン

ク内．天井等の帯電除去方法がない．

最近アクリル樹脂を使用することが多くなって来て1、

るが，これらに帯遥する場合の一括除湛の方法がな＼‘•

g) ゴム製品製造業

直接，塗布機に水蒸気を吹付けているが，糊の密若が

悪くなり，また生地シワの原因となって 1ヽる．

逆Lカレンダーで除電装批を使用したら効呆があつた

が，付属の電子管式計器に誘羽降害を与え，指示に誤産

を生じた．

除這装置としては，もっと，小型，高性能，防爆性の

あるものなとを望んで1ヽる．

(3) 安全基準の不明

次に測定ができても，それによって危険程度の判定が

たたないと訴える場合が多1ヽ．特に引火爆発，火災のお

それのある業種ではこの種の安全基準が全くなし、ために

苫慮しており，できる限り留嘩気の帯堪を防止すると 1、

うこと以外には危険限界を脱して＼ヽると＼ヽう安心感か持

たれて＼‘な＼ヽ わけてある． したがつて，静直気に関する

何らかの安全基準もしくは安全指針の樹立を要望する角

が強＼‘•

(4) その他

現在の導電性ゴム底靴はむれる

帯電防止剤の値段が高い

簡単な帯電監視装樅がな＼、か

除電設備の設計資料が欲しい

静電気による電撃の人体に及ばす危険性はどうか

などの意見がある．

12, 静電気災害障害等の発生状況と事例

（表 13および表 14参照）

今回調査した工場，事業場よりアンケートの回答と共

に提出のあった静軍気災害，障害等の発生事例件数を年

別に示すと表 13の通りである．

ここでいう事例とは，災害，悴害等が実際に発生した

もののみでなく，発生するおそれかあったが発生するま

でには至らなかったものをも含めてある（以下，すべて

事例件数の中にはこれらが入っていることをことわつて

おく）．

静遥気の災害，隙害等は，十分に記録して保存されて

＼ヽることが少な¥'のではなし、かと考えられたので，この

調査では特に何年以降に発生したものという制限を加え

なかったが， 表13によると，アンケートの回答を寄せ

た193の工場，事業場数のうち，毎年その 10%程度が

静電気による災害や悴害を経験しているものと推定され

る．

次に表 14は，これらの事例を業種別に分類し，さら



にそれを災害，岡害等の別に細分したものである．ここ

で「引火爆発，火災」， 「電撃」というのは，実際にそ

れらが発生した場合および発生しそうになった場合を合

計したものであるが， 「生産障害」， 「火花発生」と 1ヽ

うのは，実際にそれらが発生したもののみである．

なお，火花発生というのは，引火爆発，火災，電撃，

生産障害のおそれがなく，単に放電火花が発生したとい

うものである．

表 14によると，事例件数 122のうち，最も多し、のが

引火爆発，火災の 55件 (45.0%)で，続いて電撃 44

件 (36.0%),生産障害 20件 (16.4%),火花発生3

件 (2.5%)となって＼ヽ る．

表 14についてさらに詳しくその内容を検討してみよ

う． 「静電気の発生する工程」および「静電気の発生な

いし楷電の防止対策」の各欄では，同一工場，事業場で

もそれぞれ各欄の 2つ以上の事項に該当する場合がある

が，これらはすぺて 2つ以上としてこの集計の中に含め

て＼ヽる．

「静電気が発生し帯遣する装置部分」では，パイプ類

が非常に多く， 表 5に示した場合と同じ頼向となつて

いる・そして業種別には，化学工業，石油精製業および

食料品製造業が多くなっていることも表 5と共通して

＼ヽる・

この欄で「その他」というのは，樅拌機，乾燥機，巻

取機，印刷機，力0硫機，ガイドローラーなどであり，こ

れらが事故発生の装置となる場合も極めて多い．

なお，引火爆発，火災，生産倅害の事故は「その他」

の機械装趾部分で多く発生しており，パイプ類は一般に

人体が触れることが多いので軍撃を受けたという例が多

くなって＼ヽ る．

次に「静壌気災害，障害の発生した工程」について調

べてみよう．これも表 4 との関連におし、て検討してみ

ると，両表とも「流送」， 「粉砕，攪拌，練り」， 「噴

出」， 「その他」の工程で多し、．

「流送」は化学工業，石油精製業，食料品製造業に多

い工程であり， 「粉砕，攪拌，練り」は化学工業が主で

ある．また「その他」は化学工業，ゴム製品製造業（糊

引作業），紡績業が大部分を占めている． しかし，液体

の炉過による災害は各業種とも 1件もな¥'・

「その他」の工程で引火爆発，火災が多いのは，ゴム

製品製造業においてゴム糊引作業中の火災に基くもので

あろ．

引火爆発，火災を生じた場合，それらの料品または物

質としては，液体が 70%を占めているが，これは，各

種の溶剤や石油類が非常に多く使用されているからであ
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る． したがつて，化学工業やゴム製品駿造業にこの種の

災害が多いことは明らかである．固体や気体の場合は，

液体の場合に比べて数分の一以下となっている．ただ

し，引火爆発，火災を起す場合は，静電気による放電火

花によつて付近の引火件，爆発性料品，可燃性物質に沼

火する場合のみ対象となるのであるから，これらの料品

や物質がない場合には含まれていないので，そういう料

品，物質の件数としては少なくなつている．

続し、て静電気災害，障害が発生したために，＼、かなる

処岡が講じられたかを述へてみると，接地が一番多く，

除電装置の取付け，相対湿度の堺加がそのリ3 程度とな

つてし、る．

災害，障害等の事例

a) 無機工業薬品製造業

（電撃）塩素ガス脱水塔を相互に連結している硬質ビ

ニール管の中間にある分析用ガス採取口より，サンプ

ルを採集しようとして採取口に触れたとき堪撃を受け

た〔事例 2J . 

（障害）乾燥して冷却された尿素の粒子のふるい分け

工程のとき，ふるいの目に尿素粒が詰つてふるい分け

効率が， 3C時間で半減した〔事例 6〕．

（電撃）循環ポンプのベルトにワックスを塗布しよう

として，ベルトに近づ＼、た瞬間に電撃を感じた［事例

8 J . 

b) 合成樹脂およひ可塑物製造業

（電撃）プラスチックシートの艶付作業中，シートを

糸りぐときに這撃を受けた［事例10). 

（火災）ダウサムポイラーの遠流パイプのユニオン部

分からダウサム液が噴出したので，空素ガスを配管に

吹込んだが間に合わず，そのうち遂に発火し，火災と

なつた．付近に麻温部は全くなかつた〔事例13). 

（火災）塔虹のベントより石油ガスを放出中，これが

発火した［事例14〕．

（爆発）ポリエチレン，灯油，メタノールを攪拌中，

これに注水したとき爆発した〔事例16). 

（引火火災）アセトンの蒸気にセルロイド生地を接触

して艶付をしようとしたとき，栢堅とセルロイド生地

の間にスパークを生じ，アセトン蒸気に引火して火災

となった〔事例17). 

（引火火災）セルロイド生地の艶付が終つて，組替の

ため艶付板に付着した汚れをガソリンで湿らした布で

拭きとろうとしたとき突然引火して燃えた〔事例18)

（電撃）フィルムのインフレーションの原反招取工程

において，製品に強大な静電気ヵ翡電し，これに触れ

たら電撃を受けた［事例21). 
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（障害）塩化ビニール粉のふるい分け工程が渋滞した

〔事例22] • 

c) 産業用火薬類製造業

（障害）乾燥直後の硝安を醒和剤配合エ室に冷却しな

がら空気輸送するとき，輸送行としての塩化ピニール

管と粉体が摩掠柑憲し，塩化ピニール管か火花放電し

てビンホールを生じた〔事例24〕．

（爆発）硫黄粉砕機によって粉砕された硫貨粉が，空

気輸送される途中，パイプの中間で爆発した〔事例

25〕．

（火災）硫黄粉砕機の洞転開始後 40分程経過してか

ら停湘した硫黄粉を取り出したところ，その直後，風

洞下部にお1、て発火した〔事例26〕．

d) その他のh機薬品製造業

（火災）粉砕したフエナセチンをふるい分けようとし

てふる I'はじめたとき，突然発火した〔事例28]. 

（電撃）ステアリン酸粉を，ステンレス製の長さ 4m

のシュートて落下輸送して1、たとき，シュートに触れ

で遁撃を受けた〔事例29〕．

（引火爆発） 200 (I, 入りのドラム缶に入って1、たトル

オールを真空ポンプで貯梢に移送中， ドラム缶に入っ

て1、たトルオールがほとんどなくなって叶に空気を吸

込んだとき，突然ポーと 1ヽ う音を発して引火爆発を生

した〔事例 32〕．

（火災）ポリビニールアルコールの粉体を塩化ピニー

ル管を通じて容岱に移送中，塩化ビニール管の出口付

近より発火した〔事例 36J . 

（電撃，火災）衝撃式粒砕機てダイレクトオレンジ R

を粉砕中，強1、電撃を受けたのであるかそれを粉砕後

ドラム缶に入れて： Bり間後に発火した 〔事例 37J • 

e) 化学絋紺製造業

（火花発生，電撃）ナイロンチップの貯槽に入り，貯蔵

鉱調査のために粒面を熊手でならそうとしたとき，身

体と貯梢堅面との間て放軍じ這撃を受けた〔事例40J.

（電撃）送綿パイフを経てサイクロンより貯綿室に綿

か落下するが，サイクロンに触れたとき電撃を受け，

指に水ぶくれを生じた〔事例 43〕．

f) 医梨品製造業

（火花発生）分級器にて乳糖を分級中，分級塔外面で

火花か飛んでいた〔事例 45〕．

（電撃）炭酸ガスを反応機に導入中，導入絋を調節せ

んとしてガスポンベのバルブを採作して1ヽ るときに電

撃を受けた〔事例 46〕．

（電撃）アセトンをゴムホースで流送中，ゴムホース

に触れて電撃を感じた〔事例 48〕．

（電撃）打錠機にて粉末または顆粒をプレスする工程

で加圧により各錠剤が帯電し，製品受岱に触れて雀撃

を感じた〔事例 51]. 

（引火爆発）ゴムでライニングされたホッパーを用し、

て乾燥して粉体をキシロールの入っている反応釜に投

入してI'たとき，ホッパーに帯電し，これが放電した

ときに引火爆発した〔事例 54].

g) ペイント，ワニス，ラッカーおよび

印刷インキ製造業

（電撃）顔料調合の作業終了後，ビニロンの作業衣に

付若した顔料をはたきで払った後，同椋の手に触れた

とき電撃を受けた〔事例 56〕．

（電撃）石油系溶剤をタンクに入れて翼付攪拌機にて

攪拌後，タンクに触れたとき電撃を受けた〔事例58〕．

h) その他の化学工業

（障害）写真用フィルム赦断工程中，フイルム元巻の

象り離のときにフィルムに帯電して放電するため，フィ

ルムにスタチックマークを生じた〔事例 61〕．

i) 石油精製業

（火花発生）絶縁油をパイプを通じてドラム缶に入れ

てI'たとき，缶内にて火花が発生した〔事例 62〕．

（火花発生）絶縁油の小出しタンクに注入するパイプ

先端に取付けてある絹袋の表面から火花が出た〔事例

63〕．

（火花発生，電撃）灯油を洗淮するため硫酸を加え，

圧縮空気にて攪拌後，試料を採取しようとして油中に

杓を入れたところ，タンクと人体との間で火花を発

し，電撃を受けた〔事例 66〕．

（引火爆発）タンクローリー積込場にお1、て，ローリ

一注油用のゴムホース先端部より火花を発し，油槽内

のガスに引火して爆発を起した〔事例 70〕．

（火花発生，電撃）ワシントンポンプにて潤滑油を移

送中，ポンプに触れたところ電撃を感ずると共に，火

花の発生を見た〔事例 71〕．

（火花発生，障害）絶縁油をビニールホースにてドラ

ム缶に詰込み中，ビニールホースの表面に火花が発生

し，小孔があし、た〔事例 72〕．

j) ゴム製品製造業

（引火）生地に糊引が終つて刃型金物に残っていた糊

を取るとき，手に持つていた金ヘラと刃型金物との間

で火花が発生し，ゴム糊に引火した〔事例 73〕．

（引火）タイヤ成型は，ガソリン塗布，ゴム引レーヨ

ンコードの重ね合せ，金属ローラーによる圧着の繰り

返し工程であるが，このとき刷毛とゴム引レーヨンコ

ードの摩捺により刷毛に術電し，そばにあるガソリン



入れの小缶にこれを持つて行ったとき放電しガソリン

に引火した〔事例 78〕．

（火災）ゴム引布製品の連続加硫中，たまたま製品が

途中で切れて加硫機内部で 60mm程重なつてしまつ

た．これを処置すぺく内部に入り製品を動かした瞬間

に発火し火災となつた〔事例 79〕．

（引火）ゴム糊を攪拌中，ガソリンを振りかけて＼、た

が，突然ガソリンが引火した〔事例 87〕．

（引火）鉄製ドラムに密箸しているゴム引布を剥離す

るとき，火花が生じてガソリンに引火した〔事例n〕．

k) 印刷，出版および類似産業

（火災）グラピャ印刷機にて印刷中，紙が切断したた

めに印刷機の運転を中止したところインキ槽付近より

出火した〔事例 95〕．

（悴害）新聞紙が印刷走行中に帯電によつてスムース

に走行しな＼、ため，紙切れが続出する．また印刷後は

部数を小口に分ける作業の能率が低下する〔事例96〕．

I) 紡績業

（障害）ナイロン生地をロールで送るとき，ロールに

巻付くので作業が非常に困難となる〔事例 101〕．

（火花発生）バキュウムクリーナーで風綿除去作業中

ホース先端から火花を発生した〔事例 107〕．

m)食料品製造業

（火花発生）食用油をポンプ圧力 3kg/cm2でパイプ

にてタンクヘ輸送中，パイプ先端の布製炉過袋から落

下する油がタンク壁との間で火花を生じた

〔事例 109〕．

（引火）油硬化槽へ触媒を追加送入するため，油を溶

解槽へ抜取り中，約 20kgの触媒を一時に送入してい

るとき，油抜きパイプが栴電して火花を発し，油に混

入して＼、た水素ガスに引火した〔事例 110〕．

（爆発）小麦粉を貯蔵タンクに流下させている際に，

タンク内で小麦粉が粉塵爆発を起し，作業者が火傷を

負つた〔事例 113〕．

（電撃）製粉室のロール機の点検扉に触れたところ電

撃を受けた〔事例 114〕．
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（火花発生）包装用の調味料がシュート内を流動して

計鍼器に入るが，計は器が帯電して側面のベルトコン

ベア鉄材との間で火花を発した〔事例 117〕．

n) 輸送用機械器具製造業

（電撃）旧型サンドプラストの飛散防止用ゴム幕が栴

電し，作業者がこれに触れると電撃を受けた〔事例

118〕．

（電撃）ミネラルサンドのジエットに帯電し，電撃を

受けた〔事例 118〕．

（電撃）クルミの粒子を吹付けて行なう飛行機のプロ

ペラ羽根のパフ作業中，作業者が吹付装趾に触れたと

き経＼、電撃を受けた〔事例 120〕．

13. 結言

工場，事業場においては，それぞれの業種に応じて取

扱う原材料の形状や性質，加工工程，機械装樅か異なる

ので，静電気の発生，帯電状況も違つている．．したがつ

て，それに対する対策も現場の生産上の事情や経済性に

ょって＼ヽろし、ろな方法が講じられて＼ヽる． しかしながら

自己の工場における静電気の実態がなかなか容易に捕捉

できな＼場合はもとより，かなりよく知られていると思

われる場合でも十分満足な静電気対策が講じられている

ことは少ないようである．これは，静玉気の発生，帯電

そのものが非常に多くの要素によつて支配され，基礎的

な研究が未だ不十分なことも理由の一つてあり，十分な

対策を講じようとしても確実な資料がはとんと得られな

＼、実状にある．

静電気に関しては，視在，各工場，事業場でいろいろ

な関題点が少なくなく，その解決に腐心して＼ヽるところ

であるが，この調査も，これらの静’屯気に対する研究の

基礎資料の一つとして十分役立てたいと考えている．

最後に本調査について御協力を賜わった関係工場，賽

業場および各位に対し心から御礼を申し上げる次弟であ

る．
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表 3 静電気に対して関心を持つに至った理由 表 4 静電気の 発生工程
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表 5 静電気の帯電部分 表 6 過去における静電気災害およひ障害の発生状況

ペ ふノ< ロ

帯

イ

る の

電

Jレ

業

計
部

プ
種

> ＼ヽ 他卜
類，I 

Jレ
別

68 38 87 95 46 334 I 計,6. ロ

化 学 工 業

無機工業薬品製造業

有機工業薬品製造業

（合成樹脂及び可塑物製造業）

（産 業 用 火薬類製造業）

（その他）

化学繊維製造業

医薬品製造業
ペイント，ワニス，ラッカー
及び印刷インキ製造業
その他の化学工業

188 671 28 26 31 I 36 

191 81 5 2 4 

103, 36 15 12 21 19 

(51), (15) (ll) (4) 、(9) (12) 

(17) (5)1 (1) (3) (8) 
I 

(35)i (16) (3), (5) C 4)'(7) 

18 71 3 3 5 
21 7 2 1 5 6 

25 9 7 5 3 1 

2 1 1 

石油精製業 23 10 7 6 I I I I 
ゴム製品 製造 業 33 11 161 . . . -- ---1-6 

61 1 I I 5 

9 . I 21 I 7 

22 1 10 1 10 

33 7 91 9 7 1 

8・5  
I I I 
I I I I I 3 

41 11 I 11 I 2 

8 31 叫叶 I1 

紙及び類似品製造業

印刷，出版 及び類似産業

紡 績 業

食料品製造業

輸送用機械器具製造業

電気機械器 具製造業
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業 ヽ 爆のあ をのあ 悶t障 発まつ 受まつ
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無機工業薬品製造業 7 1 5 1 

有機工業薬品製造業 55 23 24 8 

（合成樹脂及び可塑物製造業） (31) (10) (15) (6) 

（産業用火薬類製造業） (3) (2) (2) 

Cそ の 他） (21) (11) (8) (2) 

化学繊維製造業 14 3 6 5 

医 薬 品 製 坦、牛 業 19 10 5 4 
ペイント，ワニス，ラッカー 7 2 5 
及び印刷他インキ製化造業
その の 学工業 1 1 

-- - -

11 s I 3 石 油 精 製 業

ゴム 製 品製造業 26 17 I 4 5 

紙及び類似品製造業 3 3 I 
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S ・

2 I 4 紡 績 業 18 12 

食 料 品 製 造 業 ， 4 5 

輸送用機械器具製造業 6 2 I 4 I 
電気機械器具製造業 1 I 1 
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表 7 静電気の発生ないし帯電の防止対策

防 止 対 策
対

1接 1相除導 1帯 そ
策

を
小 対電電 1電

講
湿装，貫閉

の じ
度置；料剤 て
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計 増設置 使使 な

！I 地加用 I用 他 ¥、

,6. ロ 計 I 3291 145 59 51 32 21 21 14 

化 学工

無 機 工 業薬品製造業 , ,'I I I'I , 有機工業 薬品製造業 106 51 14 11 17 6 7 5 
（合成樹脂及び可塑物製造業） C 48) (24) (8) (10) (3) (2) Cl) CZ) 
（ 産 業 用 火薬類裂造業） (22) (9)I (2)1 (l)'(5)1 (2) (3) (1) 

（そ の 他） (36) (18)1 C 4) (9)/ (2) (3) (2) 
化学繊維製造業 23 9 4 4 1 4 1 
医 薬 品製造業 23 8 4 z 4 2 3 1 
ペイント，ワニス，ラッカー 17 10 4 2 1 1 
及び印刷他インキ製造業
その の 化 学 工 業 2 1 1 

石 油 精 製 業 1sj 11 11 叫 1¥ 31 1 

ゴ ム製 品製造業 471 12/ 12/ 18 z/ 叶 叫

紙及び類 似品製造業 91 51 2) 叫 I I I 
印刷 ， 出 版及び類似産業 131 41 5I 1 4 

I ! I 
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紡 績 業 36 71 101 91 21 1j 1 3 

食 料 品 製 造 業 叫 叫 I 11 叫 I 11 

輸送用機械器具製造業 sl 61 1) I I 1J 

電気機械 器具製造業 叫 叫 I I I 
そ の 他 叫 s¥ 

業 J119I s5j 2sl~71 241』』
，
 

表 8 静電気の発生ないし帯電の防止対策の効果
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化学繊維製造業 /1 3 2 1 6 2 1 
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31 1f I 41 31 1 1¥ 31 I 1 

sf if I 2 21 ii IりI3 

I IりI i -I I I 11 9 

1/ I I I 1 I I I 1 

I I I 1I I I I I 2 

業

別

石油精製業

ゴム製品製造業

紙及び類似品製造業

印刷，出版及び類似産業

紡 績業

食料品製造業
" " 

輸 送用機械器具製造業
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静電気の測定および点検状況
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化学繊維製造業 ， 2 2 3 zi 3 
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ペイント、ワニス、ラッカー 3 1 
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I 
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―-"--一—- " 
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紙及び類似品製造業 41 3 I ii 41 
← - - - -- - --― 
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叶

1 
： 

紡 績 業 14I I 
41 

叫 61 2 叫； 
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そ の 他 I 3 
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有機工業薬品製造業 ， 3 5 1 8 

（合成樹脂及び可塑物製造業） (2) (2) (1) 
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化学繊維製造業 1 

医 薬品 製 造 業 3 2 1 1 
ペイント、ワニス、ラッカー 1 1 1 
及び印刷他インキ製造業
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1j 1j 石 油 精 製 業 I I 1 
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製 造 業 I I I I 2 
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表 11 除電装置の使用期間とその点検保守状況

＼
業ヽ＼＼  使用 使 用 期間 点検保守
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および 乱特使 そ使定時行
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表 12 必要な相対湿度の維持状況
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